
いわて職業人材育成事業費補助金交付要綱の一部改正新旧対照表 

現 行 改      正      後  

 

いわて職業人材育成事業費補助金交付要綱 

 

（補助金の補助額） 

第４条 第３条に掲げる経費に対する補助額は、２分の１に相当する額（千円未満の端数が生

じた場合にあっては、これを切り捨てた金額）以内の額とする。ただし、１校あたり 50 万円

を上限とする。 

 

附 則 

 この要綱は、平成 30 年４月 13 日から施行し、平成 30 年度の事業から適用する。 

  附 則 

 この要綱は、平成 30 年 12 月 17 日から施行し、平成 30 年度の事業から適用する。 

 

いわて職業人材育成事業費補助金交付要綱 

 

（補助金の補助額） 

第４条 第３条に掲げる経費に対する補助額は、２分の１に相当する額（千円未満の端数が生

じた場合にあっては、これを切り捨てた金額）以内の額とする。ただし、１校あたり 30 万円

を上限とする。 

 

附 則 

 この要綱は、平成 30年４月 13日から施行し、平成 30年度の事業から適用する。 

  附 則 

 この要綱は、平成 30年 12月 17日から施行し、平成 30年度の事業から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年６月３日から施行し、令和２年度の事業から適用する。 

 

 

 

摘 

要 
・補助金の補助額を１校当たり 30万円を上限とするもの（第４条） 


